
平成 22年 10 月からの歯科用貴金属価格の随時改定について（1～ 10 の 10 種類が改定となる品目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 H20 年 4 月　H20 年 10 月   H21 年 4 月　H22 年 4 月  H22 年 10 月  H22 年 10 月　変動率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   診療報酬改定　  随時改定　　随時改定　  診療報酬改定　 随時改定　    随時改定　　  （％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 告示価格　　 告示価格　　告示価格　　 告示価格　 告示試算価格   告示価格案

１  歯科用純金地金（金 99.99％以上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,981　　　　3,549　　　  3,549　　　　3,367　　　 3,959　　　  3,959　　　  16.5
２  歯科鋳造用 14 カラット金合金 インレー用（JIS 適合品）　　　　　　　　　　　　  　 2,594　　　　2,925　　　  2,925　　　　2,332　　　 2,660　　　  2,660　　　  14.1
３  歯科鋳造用 14 カラット金合金 鉤用（JIS 適合品）　　　　　　　　　　　　　　　  　 1,945　　　　2,276　　　  2,276　　　　2,733　　　 3,061　　　  3,061　　　  12.0
４  歯科用 14 カラット金合金 鉤用線（金 58.33％以上）　　　　　　　　　　　　　　 　 2,795　　　　3,126　　　  3,126　　　　4,389　　　 4,717　　　  4,717　　　　7.5
５  歯科用 14 カラット合金用金ろう（JIS 適合品）　　　　　　　　　　　　　　　　   　 2,496　　　　2,827　　　  2,827　　　　2,838　　　 3,166　　　  3,166　　　  11.6
６  歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金 12％以上 JIS 適合品）　　　　　　　　　  　　　　 702　　　　   808　　　　 638　　　　   619　　　     802　　　　 802　　　  29.6
７  歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 板状（金 12％以上 JIS 適合品）　　　　　　 　　　　 680　　　　   794　　　　 592　　　　   592　　　 　805　　　　 805　　　  36.0
８  歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状パラタルバー用（金 12％以上 JIS 適合品）   　   712　　　　   826　　　　 624　　　　   698　　　 　911　　　　 911　　　  30.5
９  歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状リンガルバー用（金 12％以上 JIS 適合品）   　   601　　　　   715　　　　 513　　　　   641　　　 　854　　　　 854　　　  33.2　
10  歯科用金銀パラジウム合金ろう（金 15％以上 JIS 適合品）　　　　　　　　  　　　　 1,504　　　　1,504　　　  1,504　　　　1,101　　　  1,230　　　  1,230　　　  11.7
11  歯科鋳造用銀合金 第１種（銀 60％以上インジウム５％未満 JIS 適合品）　　　  　　　　  89　　　　　 89　　　　   89　　　　　 87　　　　    87　　　       87　　　　3.4
12  歯科鋳造用銀合金 第２種（銀 60％以上インジウム５％以上 JIS 適合品）　　　　　　　  106　　　　   106　　　　106　　　　    100　　　　 103　　　　100　　　　3.0
13  歯科用銀ろう（JIS 適合品）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217　　　　　217　　　　217　　　　   200　　　　 202　　　　200　　　　1.0
14  歯科用プラスメタル（銀 25％以上パラジウム５％以上）　　　　　　　　　　　　　　 739　　　　　739　　　　739　　　　   698　　　　 717　　　　698　　　　2.7
15  歯科用プラスメタル（銀 25％以上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237　　　　　237　　　　237　　　　   296　　　　 297　　　　296　　　　0.3

＊１　H22 年 10 月の随時改定において告示価格が変更となる品目は１～ 10．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（円 / g）

＊２　　　　は，H22 年 10 月の随時改定における新告示価格案と変動率．

＊３　平成 22 年４月より，変動率が５％を超えた場合に告示価格の見直しを行うこととなった．


